	パテント部会２月定例会のご案内
	主催
	一般社団法人静岡県発明協会

	
	
	産業財産権関連実務研究部会

	
	共催
	静岡市産学交流センター


産業財産権関連実務研究部会（通称：パテント部会）の定例会を下記のとおり開催しますので、ご参加くださるようご案内申し上げます。
記

	日　時
	平成２４年２月１５日（水）13:30～16:30
	<会場案内図>

	場　所
	静岡市産学交流センター（B-nest）　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ

静岡市葵区御幸町３－２１　ペガサート６階
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	募集人員
	５０名先着順（定員になり次第締切らせていただきます。）
	

	内　容
	判例研究　勉強会
特許第4111382号　「餅」

①出願～拒絶査定

②拒絶査定不服審判請求

③判定請求事件
④無効審判

⑤審決取消請求事件
⑥侵害事件（東京地裁）
⑦侵害事件（東京高裁）
	

	
	今回勉強する事件は、昨年９月に、東京高裁での侵害事件の中間判決が出て、話題となった事件です。この事件の対象は、身近な餅に関する発明です。
この事件を上記７つに分け、勉強します。時間の都合上、各１５分ずつの勉強となり、その後、全体のディスカッションを行う予定です。事前に内容の把握等の予習をしていただきますと、ご理解が早いと思います。（予習ができなかった方のご参加も大歓迎です。）
資料は、静岡県発明協会のHP（http://www.shizuoka-ipc.gr.jp/patent/download.php）からダウンロードしてご持参ください。当日は、レジュメ配布のみとさせていただきますことをご了承願います。
３月のパテント部会では、弁護士（元裁判官）の三村量一先生をお招きして、本件に関するご講演をお願いする予定です。
なお、３月のパテント部会は３月１９日（月）に変更となりましたので、ご注意下さい。

	申込期限
	平成２４年２月１０日（金）　必着

	お問合せ・お申込先
	一般社団法人静岡県発明協会　産業財産権関連実務研究部会（パテント部会）

TEL : 054-254-7575　　 FAX : 054-254-7663　　 

E‐Mail : support@shizuoka-ipc.gr.jp

◎お申込みに対する受諾のご連絡はいたしませんので、直接会場にお越しください。


	FAX：054-254-7663　一般社団法人静岡県発明協会　事務局行き

	パテント部会定例会　参加申込み

	参加者氏名
	
	一般社団法人

静岡県発明協会

○をつけてください
	会員　・　非会員

	会社・部課名
	

	住所
	〒

	電話番号
	
	FAX番号
	

	E-mail
	


※ 本部会申込みにご提供いただいた個人情報は、当協会の各種事業へのご案内以外には使用いたしません。









